
 

 被相続人の氏名             

 

 

申告期限後３年以内の分割見込書 

 

相続税の申告書「第11表（相続税がかかる財産の明細書）」に

記載されている財産のうち、まだ分割されていない財産について

は、申告書の提出期限後３年以内に分割する見込みです。 

なお、分割されていない理由及び分割の見込みの詳細は、次の

とおりです。 

 

１ 分割されていない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 分割の見込みの詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 適用を受けようとする特例等 

 

⑴ 配偶者に対する相続税額の軽減（相続税法第19条の２第１項） 

⑵ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 

（租税特別措置法第69条の４第１項） 

⑶ 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例 

 （租税特別措置法第69条の５第１項） 

⑷ 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例 

 （所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による

改正前の租税特別措置法第69条の５第１項） 

 

（ 資４－ 21－Ａ ４統一 ）  

 

 通信日付印の年月日  

  年  月  日 

確認印 番   号 



 

（ 裏 ） 

 

記 載 方 法 等 

 

こ の 書類 は、 相 続税 の申 告 書の 提出 期 限ま でに 相 続又 は遺 贈 によ り取 得 した 財産

の 全 部又 は一 部が 分割さ れ てい ない 場合 におい て 、そ の分 割さ れてい な い財 産を 申

告 書 の提 出期 限か ら３年 以 内に 分割 し、 ①相続 税 法第 19条 の２ の規定 に よる 配偶 者

に 対 する 相続 税額 の軽減 、 ②租 税特 別措 置法第 69条の ４の 規定 による 小 規模 宅地 等

に つ いて の相 続税 の課税 価 格の 計算 の特 例、 ③ 租 税特 別措 置法 第 69条 の ５の 規定 に

よ る 特定 計画 山林 につい て の相 続税 の課 税価格 の 計算 の特 例 、 ④所得 税 法等 の一 部

を 改 正す る法 律（ 平成 21年 法律 第 13号） によ る改 正 前の 租税 特別 措置法 第 69条 の５

の 規 定に よる 特定 事業用 資 産に つい ての 相続税 の 課税 価格 の計 算の特 例 の適 用を 受

けようとする場合に使用してください。  

１  この書類は、相続税の申告書に添付してください。  

２  「 １  分割 され てい ない 理由 」欄 及び 「２  分 割の 見込 みの 詳細 」欄 には 、 相

続 税 の申 告期 限ま でに財 産 が分 割さ れて いない 理 由及 び分 割の 見込み の 詳細 を記

載してください。  

３  「 ３  適用 を受 けよ うと する 特例 等」 欄は 、該 当す る番 号に すべ て に ○を 付 し

てください。  

４  遺 産が 分割 され た結 果、 納め すぎ の税 金が 生じ た場 合に は、 分割 の日 の翌 日 か

ら ４ か月 以内 に更 正の請 求 をし て、 納め すぎの 税 金の 還付 を受 けるこ と がで きま

す 。 また 、納 付し た税金 に 不足 が生 じた 場合に は 、修 正申 告書 を提出 す るこ とが

できます。  

５  申 告書 の提 出期 限か ら３ 年以 内に 遺産 が分 割で きな い場 合に は、 「遺 産が 未 分

割 で ある こと につ いてや む を得 ない 事由 がある 旨 の承 認申 請書 」をそ の 提出 期限

後 ３ 年を 経過 する 日の翌 日 から ２か 月以 内に相 続 税の 申告 書を 提出し た 税務 署長

に対して提出する必要があります。  

  こ の 承認 申請 書の 提出が 期 間内 にな かっ た場合 に は、 相続 税法 第 19条 の ２の 規

定 に よる 配偶 者に 対する 相 続税 額の 軽減 、租税 特 別措 置法 第 69条 の４ の 規定 によ

る 小 規模 宅地 等に ついて の 相続 税の 課税 価格の 計 算の 特例 、租 税特別 措 置法 第 69

条 の ５の 規定 に よる 特定 計 画山 林に つ いて の相 続 税の 課税 価 格の 計算 の 特例 及び

所 得 税法 等の 一部 を改正 す る法 律に よる 改正前 の 租税 特別 措置 法第 69条 の５ の規

定 に よる 特定 事 業用 資産 に つい ての 相 続税 の課 税 価格 の計 算 の特 例 の 適 用を 受け

ることはできません。  
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